
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

交通誘導検定合格警備員を配置すべき 

 交通誘導検定合格警備員を配置すべき路線とは、警備員等の検定等に関する規則によ

り、愛知県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認め、指定する路線（以

下「指定路線」）をいいます。 

指定路線において警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、警備業務を行う場所ごと

に、交通誘導警備業務１級又は２級の警備員を１人以上配置しなければなりません。 

今回これまで指定していた路線について、最近５年間の交通事故実態等をふまえ路線の

見直しを行い、令和７年 12 月 12 日に告示され、令和８年７月１日からは下記の８７路

線が指定路線となります。 
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